
令和２年度保険料率に関する参考資料 
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（参考１） 来年度以降の１０年間（２０２９年度まで）の準備金残高と法定準備金に対する残高の状況 
（協会けんぽ（医療分）の５年収支見通しの前提によるごく粗い試算） 

 ５年収支見通し（令和１年９月試算）と同様の前提をおいて、２０２０年度（令和２年度）以降の平均保険料率を１０．０％～ 

９．５％でそれぞれ維持した場合について、今後１０年間（202９年度まで）の各年度末における協会けんぽの準備金残高と法定準備

金に対する残高の状況に係るごく粗い試算を行った。 
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○ 今後の被保険者数等については、次の通りとした。 
① 令和1、2年度については、協会けんぽの実績に基づいて推計を行った。 
② 令和3年度以降については、「日本の将来推計人口」（平成29年4月 国立社会保障・人口問題研究所）の出生中位（死亡中
位）を基礎として推計を行った。 

  
○ 今後の賃金上昇率については、次の通りとした。 
① 令和1、2年度については、現状の傾向が続くという前提の下、平成30年度決算等の直近の協会けんぽの実績から、令和1年度

0.8％、2年度0.9％と見込んだ。 
② 令和3年度以降については、以下の３ケースの前提をおいた。 
 
 
 
 
 
  

注：1）平均標準報酬月額（年度累計）の増減率の過去10年における最大値（平成28年4月の標準報酬月額の上限改定の影響（＋0.5％）を除く）である平成30年度の値。 

  2）平均標準報酬月額（年度累計）の増減率の過去10年平均（平成28年4月の標準報酬月額の上限改定の影響（＋0.5％）を除く）を基本としつつ、平成21～23年度

の不況に伴う賃金水準の低下を一時的な要因とみなして除外し、過去7年平均とした。 

Ⅰ　１．２％1）で一定

Ⅱ　０．６％2）で一定

Ⅲ　０．０％で一定

〈 ５年収支見通し（令和１年９月試算）の前提 〉 



（参考１） 来年度以降の１０年間（２０２９年度まで）の準備金残高と法定準備金に対する残高の状況 
（協会けんぽ（医療分）の５年収支見通しの前提によるごく粗い試算） 
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○ 今後の医療給付費については、次の通りとした。 
① 令和1、2年度の加入者一人当たり伸び率については、協会けんぽの実績から、令和1年度2.1％、2年度2.4％（消費税の引上げに
伴う影響を含む）と見込んだ。 

② 令和3年度以降の加入者一人当たり伸び率については、平成27～30年度（4年平均）の協会けんぽなどの次の年齢階級別医療費
の伸びの平均（実績）を使用した。 

 
 
 

 

 

 
 

注：1）団塊の世代が７０歳代へ移行している影響で、７０～７４歳の年齢階級について、平均年齢が低下し1人当たり医療費が低下している。この一時的な特殊要因を除

去するため、７０歳未満と７０～７４歳に分けていた1人当たり医療費を７５歳未満に改める。 

  2）平成30年度実績が平成31年2月までしか公表されていないため、平成30年度については11か月分の伸び▲0.3％を用いて平均を算出している。 

  

○ 現金給付は、給付の性格に応じ、被保険者数等及び総報酬額の見通しを使用した。 

 （単位　％）

７５歳未満1） ２．１

７５歳以上（後期高齢者支援金の推計に使用） ０．２2)

＜試算結果の概要＞

２０２1年度以降の
賃金上昇率

平均保険料率１０％維持の場合の

準備金残高のピーク1)
２０２９年度における準備金残高が法

定準備金を下回る平均保険料率

Ⅰ．１．２％で一定 ２０２６年度及び２０２７年度 ９．５％～９．６％

Ⅱ．０．６％で一定 ２０２３年度 ９．５％～９．８％

Ⅲ．０．０％で一定 ２０２２年度 ９．５％～１０．０％

注：1）平均保険料率を引き下げたケースでは準備金残高のピークは更に早まる。



Ⅰ 賃金上昇率： ２０２１年度以降 １．２％   
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Ⅱ 賃金上昇率： ２０２１年度以降 ０．６％   
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Ⅲ 賃金上昇率： ２０２１年度以降 ０．０％   



○ 今後の被保険者数等については、次の通りとした。 
① 令和1、2年度については、協会けんぽの実績に基づいて推計を行った。 
② 令和3年度以降については、「日本の将来推計人口」（平成29年4月 国立社会保障・人口問題研究所）の出生中位（死亡中
位）を基礎として推計を行った。 

  
○ 今後の賃金上昇率については、次の通りとした。 
① 令和1、2年度については、現状の傾向が続くという前提の下、平成30年度決算等の直近の協会けんぽの実績から、令和1年度

0.8％、2年度0.9％と見込んだ。 
② 令和3年度以降については、以下の３ケースの前提をおいた。 
 
 
 
 
 
  

注：1）平均標準報酬月額（年度累計）の増減率の過去10年における最大値（平成28年4月の標準報酬月額の上限改定の影響（＋0.5％）を除く）である平成30年度の値。 

  2）平均標準報酬月額（年度累計）の増減率の過去10年平均（平成28年4月の標準報酬月額の上限改定の影響（＋0.5％）を除く）を基本としつつ、平成21～23年度

の不況に伴う賃金水準の低下を一時的な要因とみなして除外し、過去7年平均とした。 

【シミュレーション方法について】 

 ・ ５年収支見通し（令和１年９月試算）と同様の前提をおいて、２０２０年度（令和２年度）以降、準備金残高が法定準備金（給付費等の１か月分）を

確保している間、機械的に10％及び9.8％とし、それぞれについて法定準備金を下回る年度以降においては法定準備金を確保するために必要な

料率に引き上げた上で（※）、２０２９年度までの見通しをシミュレーションしたもの。 

  ※ 健康保険法施行令第46条第１項において、「協会は、毎事業年度末において、当該事業年度及びその直前の二事業年度内において行った保険給付に要した費用の

額（前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに介護納付金の納付に要した費用の額（中略）を含み、法第百五十三条及び第百五十四条の規定に

よる国庫補助の額を除く。）の一事業年度当たりの平均額の十二分の一に相当する額に達するまでは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければなら

ない。」とされている。 

    本シミュレーションはこの規定を参考として行うもの。 

（参考２） 今後の保険料率に関するシミュレーション 

9 

Ⅰ　１．２％1）で一定

Ⅱ　０．６％2）で一定

Ⅲ　０．０％で一定

〈 ５年収支見通し（令和１年９月試算）の前提 〉 



○ 今後の医療給付費については、次の通りとした。 
① 令和1、2年度の加入者一人当たり伸び率については、協会けんぽの実績から、令和1年度2.1％、2年度2.4％（消費税の引上げに
伴う影響を含む）と見込んだ。 

② 令和3年度以降の加入者一人当たり伸び率については、平成27～30年度（4年平均）の協会けんぽなどの次の年齢階級別医療費
の伸びの平均（実績）を使用した。 

 
 
 

 

 

注：1）団塊の世代が７０歳代へ移行している影響で、７０～７４歳の年齢階級について、平均年齢が低下し1人当たり医療費が低下している。この一時的な特殊要因を

除去するため、７０歳未満と７０～７４歳に分けていた1人当たり医療費を７５歳未満に改める。 

  2）平成30年度実績が平成31年2月までしか公表されていないため、平成30年度については11か月分の伸び▲0.3％を用いて平均を算出している。 

  

○ 現金給付は、給付の性格に応じ、被保険者数等及び総報酬額の見通しを使用した。 

【Ⅰ．賃金上昇率：２０２1年度以降 1.2％】 

 ・ 現在の平均保険料率10％を維持した場合、仮に２０２０年度（令和２年度）以降の平均保険料率を9.8％に引き下げた場合のどちらの場合であっ

ても、２０２９年度まで、準備金残高が法定準備金を上回る。 

 

【Ⅱ．賃金上昇率：２０２１年度以降 0.6％】 

 ・ 現在の平均保険料率10％を維持した場合、２０２４年度には単年度収支差が赤字となり、以降準備金残高が年々減少するものの、２０２９年度

まで準備金残高が法定準備金を上回る。 

 ・ 仮に２０２０年度（令和２年度）以降の平均保険料率を9.8％に引き下げた場合には、２０２２年度以降準備金を取崩すことにより、２０２８年度まで

は保険料率を維持できるものの、２０２９年度には10.3％に達する。 

 

【Ⅲ．賃金上昇率：２０２1年度以降 0.0％】 

 ・ 現在の平均保険料率10％を維持した場合、２０２３年度には単年度収支差が赤字となる。以降、準備金残高を取崩すことにより２０２８年度まで

は保険料率を維持できるものの、２０２９年度には11.0％に達する。 

 ・ 仮に２０２０年度（令和２年度）以降の平均保険料率を9.8％に引き下げた場合には、２０２２年度以降準備金を取崩すことにより、２０２６年度まで

は保険料率を維持できるものの、２０２７年度からは年々上昇を続け、２０２９年度には11.2％に達する。  

（参考２） 今後の保険料率に関するシミュレーション 
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 （単位　％）

７５歳未満1） ２．１

７５歳以上（後期高齢者支援金の推計に使用） ０．２2)



Ⅰ．２０２１年度以降の賃金上昇率・1.2％の場合 
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単年度収支が赤字に転落 
（準備金の取崩し） 

法定準備金 
の水準 



Ⅱ．２０２１年度以降の賃金上昇率・0.6％の場合 
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単年度収支が赤字に転落 
（準備金の取崩し） 

法定準備金 
の水準 



Ⅲ．２０２１年度以降の賃金上昇率・0.0％の場合 
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単年度収支が赤字に転落 
（準備金の取崩し） 

法定準備金 
の水準 



5年収支見通し （参考1）10年試算（料率固定） （参考２）10年試算（法定準備金維持）

足元

推計期間 2020～2024年度

被保険者数等

賃金上昇率

加入者一人当たり医
療給付費の伸び率

現金給付

保険料率

① 現在の保険料率１０％を据え置い
たケース
② 均衡保険料率
③ 保険料率を引下げた複数のケース

① 現在の保険料率１０％を据え置い
たケース
② 保険料率を引下げた複数のケース

２０２０年度（令和２年度）以降、準備
金残高が法定準備金（給付費等の１
か月分）を確保している間、機械的に
10％及び9.8％とし、それぞれについて
法定準備金を下回る年度以降におい
ては法定準備金を確保するために必
要な料率に引き上げる。

①　令和1，2年度については、令和1年度2.1％、2年度2.4％（消費税の引上げに伴う影響を含む）と見込んだ。
②　令和3年度以降については、平成27～30年度（4年平均）の協会けんぽなどの次の年齢階級別医療費の伸びの
平均（実績）を使用した。
　　７５歳未満　2.1％
　　７５歳以上（後期高齢者支援金の推計に使用）　0.2％

給付の性格に応じ、被保険者数等及び総報酬額の見通しを使用した。

平成30年度の協会けんぽ（医療分）の決算

2020～2029年度

①　令和1、2年度については、協会けんぽの実績に基づいて推計
②　令和3年度以降については、「日本の将来推計人口」（平成29年4月　国立社会保障・人口問題研究所）の出生中
位（死亡中位）を基礎として推計

①　令和1、2年度については、令和1年度0.8％、2年度0.9％と見込んだ。
②　令和3年度以降については、以下の３ケースの前提をおいた。
　Ⅰ　１．２％で一定
　Ⅱ　０．６％で一定
　Ⅲ　０．０％で一定

 協会けんぽ（医療分）の平成30年度決算を足元とした収支見通しの前提 
（協会けんぽ（医療分）の５年収支見通しの前提によるごく粗い試算） 

14 



15 

（参考３） 平成31年度 都道府県単位保険料率の変更についての支部長意見（青森支部） 

支部長意見 評議会意見 

 
 平成31年度 青森支部 保険料率  9.87％ （引き下げ） 
 
◆意見 
 
 青森支部の置かれている現状として、少子高齢化の進展や人口減少、加え
て脆弱な地域経済と全国的にみても低い県民所得など大変厳しいものがあり
ます。このような状況の中で保険料率が10％を下回り、かつ、今年度に比べ
0.09%引き下げられる見込みであることは、県内の事業主・加入者にとって受
け入れやすい結果であると考え了承するものです。 
 
 しかし、平均保険料率の検討にあたって、財政収支構造の赤字体質が解消
される見込みがないことや、2025年問題が言われていることを踏まえ、中長
期的視点で平均保険料率10.0％を限界水準と捉え今後も検討していくことに
ついて異論はありませんが、都道府県単位の最高と最低の保険料率差が
1％を超え、かつ、その料率差が年々拡大している状況を鑑み、保険料算定
の仕組みに大きな課題があると考えます。 
 
 よって、現状の結果が健康保険法の規定に基づく対応であるとはいえ、各
支部とも医療費の適正化に向け真剣に取り組んでいる中で、保険料率の格
差拡大の背景に地域における医療提供体制や加入者の受診行動など一朝
一夕で改善できない要因もあると考えられ、協会けんぽとしてモラルハザード
に抵触しない範囲での一定の対策を講じるべきと考えます。 
 
 また、平成25年度以降、様々な理由があるにしろ結果として準備金残高が
法令の1か月分を超え、かつ、年々残高が積み上がり、さらに、平成31年度収
支見込でも法令上必要額の4.2か月分に積み上がる準備金残高について、法
令の必要額と現状の準備金残高が大きくかい離している実態があることから、
協会けんぽとして準備金水準についての見解を整理していくことが必要と考
えます。 

 

◇意見 
 
１．平成31年度保険料率について 
 
・平成31年度の平均保険料率については、基本的に現状では10%は仕方が
ない。ただし、不確定要素もあるし、改善する余地もあり得るので、硬直的に
10％を維持するということではなく、毎年見直す際に柔軟に検討していかな
ければならない。（評議会の意見） 
 
・平均保険料率を考える上で、基本的なファクターや想定する数字は本当に
これだけなのかということが一つある。この資料の前提でシミュレーションを
行えば、詰まるところ10％を維持するという話になると思う。そういう意味では、
現状のファクターで考えれば10％は仕方がないというか、他に良い案はない
のではないかという気がする。（事業主代表） 

 
・足元の経済を見てみると、実際に労働力不足で賃金が上がっているので、
賃金上昇率はケースⅡの0.6％くらいで見ておくのが無難だと思う。その前提
で保険料率を10％に維持すれば、10年間は法定準備金の１か月分をクリア
できる見込みなので、安全側に振るとすればこれくらい必要なのかなという
気がしている。ただ一方で、準備金残高が積み上がる形となるので、毎年保
険料率の見直しを行うのであれば、多少でも0.1％でも下げることも真剣に検
討してもいいのかなと思う。（事業主代表） 

 
・運営委員会での理事長発言要旨「今後の保険料率の議論のあり方につい
ては、中長期的で考えるという立場を明確にしたい」について、中長期的とは
どの程度の期間を意味するのか定量的な目安が必要ではないか。また、準
備金残高の上限についても保険給付費等の支払いに必要な額の何か月分
積み上がれば見直しを行うという定量的な目安が必要だと考える。今後、保
険料率を議論するときの課題としてこれらの定量的な目安について議論を進
めていただきたい。（事業主代表） 
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支部長意見 評議会意見 

◇意見 
 
・今までどおり、平均保険料率は10％を維持してもらいたい。（被保険者代表） 
 
・従業員の立場としては、保険料率は現状維持か、少しずつでも低くなってほ
しいと思っているが、このような資料を初めて見たことで「目先のことで下がっ
たのでよかった」ということではいけないと思うし、一般的に社員の皆にも話を
しながら考えていかなければいけないと感じている。法定準備金については、
実際に準備した分が使われることがあるのか。また、どのように活用されるこ
とがあるのか示してほしい。（被保険者代表） 
 
・シミュレーションは現状の延長線上でいけばこうなるだろうということである。
この後に想定外のことが起こることもあり得るし、改善するファクターがあり得
ることも常に想定しておかなければならない。（学識経験者） 
 
・2025年問題に対する政府の考え方はかなり甘い見積もりであると感じている。
健康寿命を伸ばして、定年を延長して働く人を増やしてクリアしていこうという
考え方であるが、健康寿命はそう簡単に伸びないし、高齢者の状態によって
は就業者は簡単に増えていかない。そういう意味で考えると、現在の平均保
険料率10％というのは下げるべきではない。一度下げると上がった時の負担
感はかなり大きいというのが一般人の感覚である。下げることについては慎重
にあるべきだと思う。（学識経験者） 
 
・結局どの試算（数字）にしても、短期は良いけれども長期的には大変な方向
になっている。平成31年度の平均保険料率は10％でよいと思うが、これだけ
将来的に厳しい予測がある中で、保険料率や準備金残高について緩やかに
改善していく知恵はないのか。（学識経験者） 
 
２．激変緩和措置について 
・計画通り1.4/10ずつの解消でよい。（評議会の意見） 
 
３．変更時期について 
・平成31年4月納付分からの変更でよい。（評議会の意見） 
 


